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厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

総括研究報告書 
⼤学病院における医師の労働時間短縮に向けた取組のプロセスと効果の検証 

研究代表者 ⼩林 欣夫  千葉⼤学院医学研究院 教授 
研究要旨 
【⽬的】医師の働き⽅改⾰において、令和６年4⽉から診療に従事する勤務医の時間
外・休⽇労働の上限規制が適⽤開始となるが、⼀部の⼤学病院および診療科において
は、時間外・休⽇労働が特例⽔準における時間外労働の上限規制である年 1,860 時間
を超過する可能性のある医師が⼀定数存在していることが明らかになっている。また、
時間外・休⽇労働が年 1,860 時間を超過する可能性のある医師が多い、外科、産婦⼈
科等の特定の診療科においては、実態に応じたより⼀層実効性のある労働時間短縮への
取組が必要とされ、その取組の具体化に向けた議論が今後の検討課題となっている。⼤
学病院においては診療と教育の切り分けが明確でない点や副業・兼業への派遣が多いと
いった点から労務管理の複雑さがより強く存在しており、今までは労務管理がほぼ⾏わ
れていなかった現状がある。本研究は限られた期間での労働時間短縮を実現するため、
⼤学病院における労働時間短縮に向けた取組を経て、その取組の前後での勤務実態の変
化を検証すること、またそのプロセスを含めた検証結果を踏まえたマニュアルを作成
し、同様に労働時間短縮の取組に困難を抱えている全国の⼤学病院を主とした医療機関
への好事例の横展開に繋げていくことを⽬的とする。 
【⽅法】特例⽔準の指定を受ける⾒込みである⼤学病院１施設において、勤怠管理シス
テムから得られるデータと⻑時間勤務の想定される診療科の医師からのヒアリングを⾏
い、勤務実態の把握を⾏った。ヒアリングにおいては、現状の本務先での診療体制、夜
間・休⽇の勤務状況、副業・兼業先の勤務実態、今後効率的に実施したいと考えられる
業務やタスクシェア・シフトが検討可能な業務等について聞き取りを実施した。その実
態把握を元に勤怠管理システムとの連動を含め勤務時間の検証と分析を⾏った。また検
証により明らかになった⻑時間勤務医師及び当該医師の所属する診療科について、労働
時間短縮が⾒込まれる業務整理の検討を⾏った。 
【結果および考察】令和３年度の研究開始前データにおいて時間外・休⽇労働が年960
時間を超過する医師は137名で、うち20名は年1,860時間を超過していた。対象⼤学病院
において今までは所定労働時間内外による管理を⾏っていたが、今回は時間外労働の上
限規制に合わせ法定労働時間内外でのデータ整理を⾏い、またあわせて診療実態に即し
た宿⽇直許可の有無と副業・兼業先での勤務実態、診療外業務と⾃⼰研鑽の区別を反映
させた結果、令和４年度は年960時間を超過する時間外・休⽇労働を⾏っていると推計
された医師は51名となり、うち６名（所属診療科は⼼臓⾎管外科、NICU）は年1,860時
間を超過する時間外・休⽇労働を⾏っていると推計された。さらにヒアリングにおいて
は、具体的な労働時間短縮への取組について、医師事務作業補助者や特定⾏為研修修了
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看護師の活⽤などの希望があり、⻑時間勤務医師が在籍する診療科については、配置の
調整を⾏い、業務量の削減を図っている。 
【結論】今年度は次年度以降の効果的な労働時間短縮への取組の実施、そのマニュアル
作成のための正しい実態把握を重点的に⾏った。今年度、注⼒せざるを得なかった内容
としては、法定労働時間と法定外労働時間の整理と管理であった。時間外労働の上限規
制の整理を進める上では重要な内容であり、今後はシステムにも反映させることができ
れば、同様のシステムを使⽤する⼤学病院においても有⽤と考えている。 

また、具体的な業務軽減策としてのタスク・シフト/シェアについては、⽂書作成等
の事務作業の負荷を表す意⾒が多く、⼤学病院において、医師事務作業補助者へのタス
ク・シフトは市中病院と⽐較して遅れているとの現場医師からの意⾒もあるため、効果
が出るような形で進めていく必要がある。さらに今後は医師にしかできない業務がより
鮮明に洗い出され、⻑時間勤務が継続している診療科、医師については医師同⼠のタス
ク・シフト/シェアも考慮する必要が出てくる。次年度は最終的な⽬的である医師の労
働時間減少に向けて効率的に院内の業務が⾏えるように検討を重ねながら、医師⾃⾝の
意識改⾰および成功事例の共有を視野に、本研究を進めていく。 

研究分担者 
 
横⼿ 幸太郎 
(千葉⼤学⼤学院医学研究院・教授） 
吉野 ⼀郎 
(千葉⼤学⼤学院医学研究院・教授) 
⼤塚 将之 
(千葉⼤学⼤学院医学研究院・教授) 
中島 裕史 
(千葉⼤学⼤学院医学研究院・教授) 
  

 
Ａ．研究⽬的 
 
  医師の働き⽅改⾰において、令和６年4⽉
から診療に従事する勤務医の時間外・休⽇
労働の上限規制が適⽤される。 

この上限規制の適⽤開始が⽬前に迫る中、
これまで実施されてきた調査によって、⼀
部の⼤学病院および診療科においては、時
間外・休⽇労働が特例⽔準における時間外
労働の上限規制である年 1,860 時間を超
過する可能性のある医師が⼀定数存在して
いることが明らかになっている。また、これ
らの研究課題を通じて、時間外・休⽇労働が

年 1,860 時間を超過する可能性のある医
師が多い、外科、産婦⼈科等の特定の診療科
においては、実態に応じたより⼀層実効性
のある労働時間短縮への取組が必要とされ、
その取組の具体化に向けた議論が今後の検
討課題となっており、今以上の実効的な労
働時間短縮の取組を早急に⾏い、医師の時
間外労働の上限規制の適⽤開始時に年1,86
0時間を超える医師が存在しない状態にし
ておく必要がある。しかしながら、⼤学病院
においては診療と教育の切り分けが明確で
ない点、副業・兼業先への派遣や医師⾃⾝が
給与の担保のために勤務先を複数持ってい
るといった点から、労務管理の複雑さがよ
り強くあり、またそもそも⾃院以外の労務
管理については、ほぼ⾏われてこなかった
実態がある。 

本研究は３年間を⽬途に、限られた期間
での労働時間短縮を実現するため、⼤学病
院における労働時間短縮に向けた取組を経
て、その取組の前後での勤務実態の変化を
検証し、そのプロセスを含めた検証結果を
踏まえたマニュアルを作成し、同様に労働
時間短縮の取組に困難を抱えている全国の
医療機関への好事例の横展開を⾏っていく
ことを⽬的とする。 
 
Ｂ．研究⽅法 

 
1. 対象医療機関 

特例⽔準の指定を受ける⾒込みである
⼤学病院１施設（千葉⼤学医学部附属病院）



 

3 

を対象とした。 
 
2. ⽅法 
（1）勤務実態の把握 
① 客観的な勤怠システムによる把握 
対象医療機関において、医師の労働時

間を把握するために勤怠管理システム
「Dr.JOY®」が令和３年8⽉に導⼊され
ており、ここから得られるデータを基本
とし、令和４年４⽉〜令和５年３⽉まで、
勤務時間の把握を⾏った。 

 
② 診療科ヒアリングによる把握 
Dr.JOY®のデータに基づき、⻑時間勤

務が想定される診療科の選定を⾏い、そ
の診療科への医師のヒアリングを実施
した。 

〈具体的項⽬〉 
・ 現状の診療体制 
・ 夜間・休⽇の勤務状況 
・ 宿⽇直許可申請の可否 
・ 副業・兼業先の勤務状況 
・ 今後の追加的健康確保措置の可能

性（勤務間インターバルや連続勤務
時間制限、法定休⽇の確保の実現等） 

・ 効率的に実施したいと考えられる
業務 

・ タスクシェア・シフトが検討可能な
業務 

 
（2）勤務時間管理の検証と分析 

（1）での実態把握を元に、本来労働と
みなされる時間について、Dr.JOY®のシス
テムとの連動を含め、把握が適切かを含め、
検証を実施した。 

 
（3）⻑時間勤務医師、診療科への具体的
介⼊ 

実態把握および検証・分析により明らか
になった⻑時間勤務医師、診療科について、
労働時間短縮が⾒込まれる業務整理の検
討、実施を⾏った。 

 
（倫理⾯への配慮） 

千葉⼤学の倫理規定に沿って実施した。
対象医療機関においては、下記のような
情報の取り扱いとすることについて同意
を得た。 
� 提供される情報は、研究⽬的以外で
使⽤する予定はない。 

� 得られたデータは、厳重に保管し、研
究終了後⼀定の保存期間終了後には、
破棄する。 

� その他、千葉⼤学における研究ポリ
シーに沿って、実施する。 

 
Ｃ．研究結果 

 
1. 勤務実態 
 
（1）宿⽇直の実態 
宿直については、令和４年4⽉時点で34
名の体制であり、宿⽇直許可がある当直が
17名であった。また⽇直は34名体制であ
り、すべて宿⽇直許可がない⽇直であった。
また、宿⽇直合わせて、宿⽇直許可がない
宿⽇直に従事している診療科が22であっ
た。 
許可がない22の診療科について、宿⽇
直許可の申請の有無を確認し、令和４年6
⽉から12⽉の間で実態を把握し、宿⽇直
許可申請を⾏った。 
 宿直に関しては新たに宿⽇直許可が得
られた⼈数は12名、10診療科となった。ま
た、⽇直に関しては新たに宿⽇直許可が得
られた⼈数は20名、15診療科となった。⼩
児科については、宿⽇直とも３名の配置を
⾏っているが、１名は宿⽇直許可が認めら
れ、２名は認められなかった。産婦⼈科に
ついては、宿⽇直とも２名の配置を⾏って
いるが、１名は宿⽇直許可が認められ、１
名は認められなかった。 
 結果として、宿直に関しては４診療科５
名が宿⽇直許可なしとなり、⽇直は10診
療科14名が宿⽇直許可なしとなった。 
 ⿇酔科に関しては、23時以降での⼀部
宿⽇直許可が認められ、その他の診療科に
ついては、全時間帯で宿⽇直許可取得とな
った。 
 
（2）副業・兼業先での労働の実態 

副業・兼業先の労働時間については、研
究前までは把握する⽅法を定めておらず、
不明であった。本務先（千葉⼤学医学部附
属病院）での把握の⽅法としては、Dr.JO
Y®を導⼊した令和３年8⽉から副業・兼業
の予定⼊⼒は可能な状況であったが、今回
を機に、徹底して副業・兼業先の労働時間
の把握を⾏うことを進めた。 

また、令和４年11⽉に宿⽇直の業務に
従事させる場合には、副業・兼業先の対象
医療機関に対し、宿⽇直許可を可能な限り
取得するように千葉⼤学医学部附属病院
から依頼を⾏っていた。宿⽇直許可につい
て、令和５年3⽉時点での確認状況として、
副業・兼業先である93施設中、宿⽇直許可
の取得済が36施設、申請中が10施設、申請
準備中が44施設、その他３施設となって
いる。 

15診療科に実施したヒアリングにおい
ては、基本的には宿⽇直の時間においては、
診療業務はほとんど⽣じない勤務⽇も多
いとの回答を多く得られた。しかし、週末
に２⽇以上続けて宿⽇直勤務に従事して
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いる場合が多いことも明らかとなった。 
 
2. 勤務時間の検証 
 
（1）⻑時間勤務の診療科、医師について 

令和３年度の研究開始前データにおい
て、時間外・休⽇労働が年960時間を超過
する医師は137名で、うち20名は年1,860
時間を超過していた。当該⼤学病院におい
ては、今までは所定労働時間内外による管
理を⾏っており、今回は法定労働時間内外
でのデータ整理を実施した。勤務実態と勤
怠データの照合を⾏った結果として、令和
４年度の労働時間については、年960時間
を超過する時間外・休⽇労働を⾏っている
と推計された医師は51名となり、うち６
名は年1,860時間を超過する時間外・休⽇
労働を⾏っていると推計された。上記６名
に該当する診療科は⼼臓⾎管外科、⼩児科
（特にNICUを専⾨とする医師）であった。 

時間外・休⽇労働時間が最⻑の医師は⼼
臓⾎管外科の医師で、推計で年1,965時間
の時間外・休⽇労働であった。⼀⽅、時間
外・休⽇労働時間が最短の医師はリハビリ
テーション科の医師で、推計で年100時間
の時間外・休⽇労働であった。 

また、時間外勤務時間の適切な把握と管
理をするため、各診療科に労務管理責任者
を置くこととした。 
 
（2）診療外業務、⾃⼰研鑽について 

令和３年6⽉に作成していた⾃⼰研鑽
のガイドラインについて、令和４年8⽉に
医師らと検討を重ね、運⽤内容のブラッシ
ュアップを実施し、医師へ発信した。 
Dr.JOY®においては医師が発信機（キー
ホルダー）を装着した状態でレシーバーの
受信範囲内に⽴ち⼊ることで、検知した時
刻や場所を記録する仕組みであり、基本的
には発信機を携⾏していれば、⾃動で打刻
される。⾃⼰研鑽のガイドラインにおいて、
滞在場所により⾃⼰研鑽エリアを設け、そ
のエリアでの検知の場合に業務を実施し
た際には時間外勤務申請と承認を⾏うよ
うに整理、発信を⾏った。 
 研鑽の労働時間該当性に関するルール
の認識が不⼗分であることで、申告される
時間外・休⽇労働時間が適切でない場合も
多くあることがわかった。 
 
3. ⻑時間勤務医師、診療科への具体的介
⼊ 

 タスク・シフト/シェアを検討する委員
会において、内容の検討、介⼊を⾏ってい
る。 
 
（1）⻑時間勤務の診療科 

勤務時間検証後のデータにより、⼼臓⾎
管外科および⼩児科（NICU）において、
1,860時間を超える可能性があるため、業
務効率化等の検討を⾏った。 

 
① ⼼臓⾎管外科 
医局⻑であるヒアリング対象医師から

は、診療科内医師同⼠でのタスク・シフト
/シェアについては不可能という意⾒があ
り、他職種へのタスク・シフトの希望が強
かった。⼿術や⼊退院の⽇程調整に関わる
連絡等について、医師が実施している現状
があったため、事務スタッフ、特定⾏為研
修修了看護師の配置についての要望があ
った。 

また、病院のルールとして、医療安全の
観点から⾷事オーダの変更等も医師が⾏
うことになっていること、術後の搬送に付
き添うことなどもあり、ルール変更を希望
される意⾒があった。患者⽀援部⾨におけ
る新患受診案内、退院⽇の調整連絡、⼿術
⽇程の連絡について実施していく⽅向性
となった。また、医師事務作業補助者を増
員し、事務処理的な内容について、タスク・
シフトを進めることとなった。 

 
② ⼩児科（NICU） 

 医局⻑からのヒアリングにより、現状と
しては、NICUの専⾨医が不⾜しており、
交代ができず、その対応としての⻑時間勤
務、時間外対応となっているとのことであ
った。効率化を検討したい業務として、書
類の作成や保健所を中⼼とした⾏政への
連絡の実施が挙げられた。⾏政側から連絡
事項を記載した内容のサマリを求められ
ることも多く、夜間に書類作成を⾏うこと
が多くなっているとのことだった。上記の
内容について、簡素化ができれば労働時間
の減少も多少は可能であるとの意⾒があ
ったが、基本的には⻑時間労働となってい
る根本原因は専⾨医の不⾜が最も⼤きい
という印象を持っていた。 

また、採⾎なども専⾨性が⾼いとして、
医師がやる場合が多いが、看護師側で採⾎
の実施ができるのであれば、教育や実施時
のフォロー体制を整えたいという意⾒が
あった。事務作業については、⾮専⾨職へ
のタスクシフト・シェアを⽬的に医師事務
作業補助者のNICUへの配置を⾏うこと
となった。 
 
 ③ その他特例⽔準適応予定医師の存
在が推定される診療科 
⾷道・胃腸外科、肝胆膵外科、循環器内

科、脳神経外科のヒアリングからも事務作
業の負担が多く聞かれた。外来での予約説
明、DPC⼊⼒やレセプト、退院サマリの作
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成、難病指定の書類、病棟業務の事務作業、
緊急⼊院に伴う事務作業等が多いという
こと、また上記業務において、すべて医師
の指⽰や確認を先に実施する⽅法のみで
なく、事務側である程度裁量をもって実施
することや、必要な部分のみ医師が確認、
実施するといった⼯夫も検討してほしい、
という意⾒もあった。 
肝胆膵外科からは、⻑時間⼿術に伴う病
棟業務が多くなる傾向があり、特定⾏為研
修修了看護師に術後管理を依頼したいと
いう意⾒があった。⼟⽇の⼿術患者の観察
のための来院もしていたが、webでの状況
把握ができる仕組みを整えられていた。 

産婦⼈科からは慣習的に⼿術室へ医師
を配置し、管理業務をするという院内ルー
ルについて廃⽌を希望された。 
 また、勤怠管理上の問題から、副業・兼
業先での労働後、⼤学病院へ来院しなけれ
ばならないというルールとされていたと
考えている医師もおり、所定労働時間の担
保と就業規則との兼ね合いなども検討が
必要となった。 
 
Ｄ．考察 
 
(1) 宿⽇直について 
宿⽇直許可の有無は、医師の労働時間

の増減に多⼤な影響を与える。実態に即
した許可の有無が明らかにならない限り、
特例⽔準の適応となる医師の選定は不可
能であり、医師の働き⽅改⾰を進める上
で、労働時間をカウントする際に⾮常に
重要な事項である。 

今回、実態に即した許可の取得につい
て、約７カ⽉をかけて実施した。診療科の
医師と確認しながら実施したことで、医
師側にとっても、労務管理の意識を持つ
きっかけとなったと考えられる。さらに
許可の有無をDr.JOY®上で反映すること
により、許可がある宿⽇直の場合には、診
療実施部分のみの申請が労働時間とされ、
また許可がない場合には宿⽇直時間はす
べて労働時間と換算することの設定がで
きた。許可がない宿⽇直の場合には、シフ
トの組み⽅等により、時間外勤務時間を
極⼒少なくしていくような検討も実施し
ている。夜間勤務を想定したシフト制の
導⼊、今後の連続勤務時間制限への対応
である宿直明けの午後の帰宅、⽇直後の
平⽇１⽇は休⽇とする等、医師の疲労⾯
の配慮も実施しながらの対応を予定して
いる。 
地域医療を担保するために必要とされ

る派遣先、⼤学病院医師の収⼊⾯の担保
のために必要な副業・兼業等もあり、基本
的には副業・兼業先の労働時間について

も主病院で把握し、通算しなければなら
ない。よって今回、副業・兼業先への宿⽇
直許可取得状況の問い合わせや医局によ
る兼業先の整理を⾏った。他医療機関の
事情などもあり、⼤学病院側のみで進め
られる部分ではないため、適宜状況や進
捗について確認していくことが必要であ
る。現時点では、宿⽇直許可が取れておら
ず、週末の２⽇以上の宿⽇直勤務を実施
しているケースにおいて、かなり多くの
時間外勤務が発⽣している診療科や医師
についても明らかにできた。現在⾏って
いる管理把握⽅法として常勤医師の場合
は副業・兼業予定も勤怠システムに反映
され、実績の⼊⼒が医師個⼈の申告とし
ている。⾮常勤医師の場合には、予定・実
績の⼊⼒ともに医師個⼈が実施すること
になっているが、⼤学病院のように⾮常
勤医師が多い場合には、今後の管理⽅法
を検討しなければならない可能性がある。 

 
(2) 労働時間と労働ではない時間の把握

と切り分け 
⼤学病院で働く医師の⼤きな特⾊とし

て、研究・教育への従事がある。今回、⾃
⼰研鑽のガイドラインをブラッシュアッ
プし、それに基づいて医師個⼈が時間外・
休⽇労働の申請を⾏う⽅法を周知した。ま
た、Dr.JOY®で検知する滞在場所により、
診療時間か研鑽時間かを設定し、労働時間
管理の切り分けがしやすい状態となって
はいるが、すべての内容について、その「滞
在場所」という判断軸で労働時間の整理が
できるというわけでもないため、Dr.JOY
®を⽤いる現場医師の使⽤感に基づく意
⾒も踏まえた、労働時間の管理⽅法につい
て再度検討が必要かもしれない。 

また、超過勤務や⾃⼰研鑽等の申請は、
記録されたデータを基に医師本⼈が実施
するということとなっている。さらにDr.
JOY®による勤怠管理についても、医師本
⼈が発信器を携⾏していない場合や、発
信器の検知がうまくいかない場合といっ
た課題もあり、まずは、医師は労働時間管
理についてこうした勤怠管理システムに
全てを任せるのではなく、医師⾃⾝が労
働時間管理の必要性を認識してもらう必
要がある。いわば、その労働時間管理の意
識付けをさらに推進していく必要がある。
システム的には上限到達について、医師本
⼈へアラートメールが通知される機能も
あり、それらをうまく活⽤する⽅法につい
ても今後医師へ提⽰し、医師本⼈と労務管
理医師や責任者と共有できるとよいと考
える。 
 
（3）勤務時間管理の検証 
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 ⼤学病院における医師の働き⽅に関す
る調査研究報告書によると、令和４年７〜
８⽉時点で勤怠管理システムを導⼊し稼
働している⼤学は43⼤学(53.1％)であり、
また勤務計画については策定し稼働して
いると回答した⼤学は５⼤学(6.2％)との
ことであった。この点からも今まで医師の
勤怠を管理できていなかったこと、また計
画的に管理することの難しさが伺える。 

令和６年4⽉からの労働時間の管理と
して必要になることは、法定労働時間をベ
ースに時間外労働を管理とするという点
である。対象医療機関においては、⾮常勤
医師が多く、所定労働時間が医師によって
それぞれ異なっており、所定労働時間外の
データを⾒ていくという従来の管理⽅法
であると、実際に働いている時間との乖離
がかなり出てしまうといった現象があっ
た。勤怠管理システムにおける対応も必要
となるため、現在Dr.JOY®上での管理を実
施する上で、法定労働時間＋時間外労働時
間という把握が可能になるように調整を
⾏っている段階である。 

また、現在の医師の働き⽅として、勤務
予定と在院時間の乖離も多く、勤務予定が
あっても急遽変更となったり、異なる動き
となる場合も多かったりすることが明ら
かになっている。特例⽔準適応予定医師に
ついては、労働時間管理と勤務計画におい
て、詳細に実態を把握していく必要が出て
くるため、今後より精度の⾼いデータによ
る管理とフィードバック⽅法等の調整が
必要になるであろう。 
 
（4）⻑時間勤務医師への労働時間減少 
 ⼤学病院における医師の働き⽅に関す
る調査研究報告書より、⼊院時のオリエン
テーションや医師が診察する前に患者の
病歴や症状などを聴取する業務は医師事
務作業補助者の業務として２〜３割の⼤
学での実施に留まっているという報告が
ある。今回のヒアリングで聞かれた病棟業
務、緊急⼊院の事務作業といったものが該
当しそうであり、対象医療機関においても
医師の業務軽減の検討余地がありそうで
ある。 

また、医師の補助を⾏うにはやや⾼度
な技術や知識が必要な⾏為を⾏う医療従
事者や、特定⾏為研修修了者の活⽤につ
いて、ある診療科からは医師の業務のタ
スク・シフト先である担い⼿側のトレー
ニングへの協⼒は惜しまないといった意
⾒がある⼀⽅で、その担い⼿がいてくれれ
ば解決するといったスタンスの診療科も
存在した。医療機関で⾏われる⾏為は医師
が起点になることが多く、⼤学病院には専
⾨性が⾼いものが多く存在するため、担い

⼿への教育やフォローの体制なしにタス
ク・シフト/シェアがうまく⾏えることは
ないだろう。まず医師の労働時間軽減につ
ながるような業務フローの設計を⾏い、タ
スク・シフト/シェア後に医師がどういっ
た形で関わるかを⾒える化しながら、整理
をしていく必要がある。 
 
Ｅ．結論 

今年度は次年度以降の効果的な労働時
間短縮への取組の実施、そのマニュアル
作成のための正しい実態把握を重点的に
⾏った。医師の労働時間については、医師
本⼈さえも理解できていない現状があり、
管理も実施されてこなかった中で、令和
６年4⽉の時間外労働の上限規制適応の
開始に向け、急速に整備を⾏っている。⼤
学病院においては、医師数も多いため、最
終的にはシステム的な管理ができること
が望ましいが、そのためにもまずは労働時
間の扱いを整理することが急務である。今
年度、注⼒せざるを得なかった内容として
は、法定労働時間と法定外労働時間の整理
と管理であった。この点は時間外労働の上
限規制の整理を進める上では⼤変重要で
あるといえ、システムにも反映させること
ができれば、同様のシステムを使⽤する⼤
学病院においても有⽤と考えている。 

また、具体的な業務軽減策としてのタス
ク・シフト/シェアについては、やはり⽂書
作成等の事務作業の負荷を表す意⾒が多
かった。⼤学病院において、医師事務作業
補助者へのタスク・シフト/シェアは市中
病院と⽐較しても遅れているとの意⾒が
もあり、今後よ労働時間軽減の効果がで
るように進めていく必要がある。さらに
今後、労働時間短縮が進むにつれ、医師に
しかできない業務がより鮮明に洗い出さ
れるであろう。その際に以前⻑時間勤務が
継続する診療科、医師については、やはり
医師同⼠のタスク・シフト/シェアも考慮せ
ざるを得ない。現時点では、多くの医師か
ら診療科内、診療科外ともに医師同⼠のタ
スク・シフト/シェアは難しいとの意⾒が
多く出ているが、次年度は最終的な⽬的で
ある医師の労働時間減少に向かって効率
的に院内の業務が⾏えるように検討を重
ねる必要がある。医師⾃⾝の意識改⾰お
よび成功事例の共有を視野に⼊れ、本研
究を進めていくことが重要となると考え
ている。 
 
Ｆ．健康危険情報 
  該当なし 
 
Ｇ．研究発表 
  該当なし 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 該当なし 
  
参考⽂献： 
� ⼀般社団法⼈ 全国医学部⻑病院⻑
会議「⼤学病院における医師の働き
⽅に関する調査研究報告書」（令和
５年２⽉ 令和４年度 ⽂部科学省 
⼤学における医療⼈養成の在り⽅に
関する調査研究委託事業） 

� 裵 英洙、武林 亨、⽥中 利樹、⼭
本 修⼀、鈴⽊ 幸雄、村⽥ 英俊
「新型コロナウイルス感染症への対
応を踏まえた医師の働き⽅改⾰が⼤
学病院勤務医師の働き⽅に与える影
響の検証とその対策に資する研究」
（令和2年度 厚⽣労働⾏政推進調査
事業費補助⾦（厚⽣労働科学特別研
究事業）） 

� 厚⽣労働省「医師の働き⽅改⾰に関
する検討会」報告書（平成31年3
⽉） 

� ⽇本医師会「勤務医の健康の現状と
⽀援のあり⽅に関するアンケート調
査報告書」（平成28年6⽉） 


